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店舗常設型フードドライブ事業を拡大します！ 
愛媛県、株式会社フジ、フードバンク（ｅワーク愛媛）連携実施 

フードドライブ常設店舗を 6 店舗から 13 店舗に 7 店舗拡大 
★開始日時   令和 3 年 10 月２日（土）フードドライブ実施店舗営業時間 

★新規開始店舗 フジ南宇和（愛南町城辺乙 544 番地） 

        フジ広見店（鬼北町近永 390 番地） 

        フジ宇和店（西予市宇和町卯之町四丁目 654 番地） 

        フジグラン北浜（八幡浜市北浜一丁目 4 番 33 号） 

        フジグラン大洲（大洲市中村 246 番地 1） 

        フジ内子店（内子町内子 1455 番地） 

        エミフル MASAKI（松前町筒井 850 番） 

★実施主体   愛媛県 株式会社フジ NPO 法人ｅワーク愛媛（えひめフードバンク愛顔） 
 

このたび、愛媛県、株式会社フジ、特定非営利活動法人ｅワーク愛媛（えひめフードバンク愛顔）

が連携し、フードドライブの常設店舗を 7 店舗拡大しますので、お知らせいたします。 

店舗常設型フードドライブ事業は、愛媛県が実施する地域循環型フードバンク事業の一環として、

株式会社フジの県内店舗にて、本年 4 月 24 日より３店舗、８月７日より３店舗、計 6 店舗で実施

中です。その結果、地域の皆さまのご協力により、順調に事業を進めることができており、食品提供

先である福祉団体やこども食堂の皆さまからの要望も多いことから、実施店舗を拡大していくこと

になりました。 

この事業により、昨年度策定した「愛媛県食品ロス削減推進計画」が目指す未利用食料の地域循環

を実現し、食品ロス削減と福祉活動の促進など、地域共生社会の創造に寄与いたします。 

 店舗常設型フードドライブは、食品ロス削減に関する啓発活動も含め、家庭で発生する食品ロス

削減のための有効な取組となるよう、以下のような仕組みで事業を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜この情報に関するお問合せ＞ 

特定非営利活動法人ｅワーク愛媛（担当：難波江<なばえ>） 

本部事務局 新居浜市萩生 1309-1 TEL 0897-47-4307 携帯 TEL 090-4333-4308 

E-Mail t-nabae@eiai-works.jp                   

以 上 

 



別紙 

＜フードドライブについて＞ 

我が国の食品ロス発生状況フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                家庭からの食品ロス 

 

フードドライブとは、NPO や福祉団体、企業、学校、自治会などが、関係者や地域の人たちに 

呼びかけ、家庭で余剰となった食料を持ち寄って、福祉活動に活用するという事業です。常設で  

フードドライブを行う団体もあります。 

我が国では、上図のとおり、年間 600 万トンの食品ロス（食べることができるにもかかわらず廃

棄されている食料）が発生しているという推計が発表されています。そのうち、家庭から発生する食

品ロスが 276 万トン、食品事業者から発生する食品ロスが 324 万トンあります。 

一方、愛媛県内の食品ロスの昨年度推計値は、年間食品ロス量 5.1 万トン、家庭系食ロスが 3.1

万トン、事業系食品ロスが 2.0 万トンとなっており、家庭系食品ロスの方が、事業系食品ロスより

多いことが分かりました。 

事業系の食品ロスは、流通方法の改善や食品事業者の取組、フードバンク活動によって削減が進

められていますが、家庭の食品ロスは消費者一人一人の心がけにかかっています。そのような状況

下、フードドライブは、家庭での食品ロス削減と福祉活動への食料寄付・活用という面で注目されて

います。 

4 月 24 日以降の店舗常設型フードドライブ活動により、８月末までに次のとおり、6 店舗で  

約１.6 トン（約 5,400 個）の家庭系食品ロスが削減され、福祉事業で活用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

農林水産省「食品廃棄物等の利用状況等（平成30年度推計）」「食料需給表（平成30年度）」をもとに筆者作成

食品利用者

食品関連事業者
①食品製造業者

②食品卸売業者

③食品小売業者

④外食産業

一般家庭

家庭系廃棄物

789万トン

可食部分と考えられ

るもの（食べ残し、過

剰除去、直接廃棄）

291万トン

事業系廃棄物＋有価物

1,970万トン

可食部分と考えられる

もの（規格外品、返品、

売残り、食べ残し）

352万トン

食品利用者

食品関連事業者
①食品製造業者

②食品卸売業者

③食品小売業者

④外食産業

一般家庭

有価物（大豆ミー

ル、ふすま等）

830万トン

事業系廃棄物

769万トン

食品リサイクル法における減量

166万トン

食品リサイクル法における再

生利用

①飼料化 904万トン

②肥料化 207万トン

③エネルギー等 107万トン

計 1,218万トン

再生利用（肥料化・メタン化等）

56万トン

焼却・埋立等 340万トン

焼却・埋立 710万トン

可食部分（食品ロス）

600万トン

（食用仕向量の7.3％）

食品由来の廃棄物等

2,531万トン

（食用仕向量の30.9％）

家庭系廃棄物

766万トン

可食部分と考えられ

るもの（食べ残し、過

剰除去、直接廃棄）

276万トン

食品リサイクル法における

熱回収 41万トン

事業系廃棄物＋有価物

1,765万トン

可食部分と考えられる

もの（規格外品、返品、

売残り、食べ残し）

324万トン

食用仕向け量
（粗食用＋加工用）

8,199万トン

焼却・埋立 1,050万トン

①穀類 ②保存食 ③乾物
④菓子・
幼乳児食

⑤飲料
⑥インスタント・

レトルト
⑦調味料 ⑧その他 計

個数
重量
kg

個数
重量
kg

個数
重量
kg

個数
重量
kg

個数
重量
kg

個数
重量
kg

個数
重量
kg

個数
重量
kg

個数
重量
kg

211 113 335 102 125 46 634 102 375 140 374 151 308 117 69 13 2,431 784

96 26 44 15 29 7 147 14 85 28 163 36 83 27 4 2 651 155

60 42 95 36 29 7 297 51 163 50 195 37 82 31 0 0 921 254

74 61 188 39 129 40 381 36 127 47 307 53 133 53 29 29 1,368 358

441 242 662 192 312 100 1,459 203 750 265 1,039 277 606 228 102 44 5,371 1,551

4月、５月

６月

7月

累計

8月


